
国官参自保第８０６号の２
国 自 整第３５５号の２
平成２９年３月１３日

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿

国土交通省自動車局 保障制度参事官室長

整 備 課 長

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の
取扱いについて」の一部改正について

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸
部長に対し通知したので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹底をお願いしま
す。

（１９）「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事

務の取扱いについて」の一部改正について
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別添

国官参自保第８０６号
国 自 整第３５５号
平成２９年３月１３日

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿

沖縄総合事務局運輸部長 殿

自動車局 保障制度参事官室長

整 備 課 長

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の
取扱いについて」の一部改正について

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いにつ
いて」（昭和４４年１２月２６日付け自保第３４２号、自整第２９５号、自車第１３９３
号）を別紙新旧対照表のとおり改正したので通知する。
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国官参自保第８０７号の３
国 自 整第３５７号の３
平成２９年３月１３日

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿

国土交通省自動車局 保障制度参事官室長

整 備 課 長

「保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間と自動車損害賠償責
任保険の取扱いについて」の一部改正について

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸
部長に対し通知したので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹底をお願いしま
す。

（２０）「保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間と自動車損害賠償責

任保険の取扱いについて」の一部改正について
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国官参自保第８０７号
国 自 整第３５７号
平成２９年３月１３日

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿

沖縄総合事務局運輸部長 殿

自動車局 保障制度参事官室長

整 備 課 長

「保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間と自動車損害賠償責
任保険の取扱いについて」の一部改正について

「保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間と自動車損害賠償責任保険の取扱い
について」（昭和４８年１１月１２日付け自保第２６５号、自整第２８５号、自車第１０
１２号）を別紙新旧対照表のとおり改正したので通知する。
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国自整第３５９号の３  

平成２９年３月１３日  

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局長       

 

 

 

 

「保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の取扱い 

について」の一部改正について 

 

 

 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に対し通知し

たので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹底をお願いします。 

 

 

 

  

 

（２１）「保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の取扱い

について」の一部改正について 
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国自整第３５９号  

平成２９年３月１３日  

 

各地方運輸局長 殿 

 

 沖縄総合事務局長 殿 

 

自動車局長       

 

 

 

 

「保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の取扱い 

について」の一部改正について 

 

 

 

 

「保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の取扱いについて」

（平成７年３月２７日付け、自技第４３号、自整第６３号）を別添新旧対照表のと

おり改正したので了知されるとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。  

 なお、関係団体には別紙のとおり通知したので申し添える。 

 

 

 

 

 

 

別紙 
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「
保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
７
年
３
月
２
７
日
付
け
、
自
技
第
４
３
号
、
自
整
第
６
３
号
）
新
旧
対
照
表
 

 

新
 

旧
 

 

道
路
運
送

車
両

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

6
年
法

律
第

86
号

）
及
び

道
路
運

送

車
両
法
施

行
規
則

等
の

一
部

を
改

正
す

る
省

令
（

平
成

7
年
運

輸
省
令

第
8
号
）

が
公
布
さ

れ
、
本
年

7
月
か

ら
施

行
さ

れ
た

こ
と

と
な

っ
た

と
こ
ろ

で
あ
る

が
、
改

正
後
の

道
路
運

送
車

両
法
第

9
4
条

の
5
第

1
項

又
は

第
9
4
条

の
5
の

2
第

1
項
の

規
定
に

よ
り
保

安
基
準

適
合

証
、
保
安

基
準
適

合
標

章
又

は
限

定
保

安
基

準
適

合
証
を

交
付
す

る
場
合

の
取
扱

い
等
に

つ
い

て
は
別
紙

1、
同
法

第
9
4
条
の

5
第

2
項

、
第

3
項
に

よ
り
保

安
基
準

適
合
証

に
記
載

す
べ

き
事

項
を

電
磁

的
方

法
に

よ
り

登
録

情
報

処
理

機
関

に
提

供
す

る
場

合
の

取
扱

い
等

に
つ

い

て
は
別
紙

2
に
よ

る
こ

と
と

し
た

の
で

、
関

係
者

に
対
し

業
務
の

実
施
に

遺
漏
な

き
よ
う

、
そ

の
周
知
徹

底
を
図

ら
れ

た
い

。
 

 
な
お

、「
保

安
基
準

適
合

証
及

び
保

安
基

準
適

合
標

章
の
取
扱

い
に
つ

い
て

」（
昭
和

44
年

自
整
第

29
4
号
）

は
省

令
の

施
行

日
の

前
日

を
も

っ
て
廃

止
す
る

。
 

 附
則
（
平

成
2
2
年

1
月

1
9
日

 
国

自
技

第
2
48

号
、
国

自
整
第

1
20

号
）
 

 
１
．
本

改
正
規

定
は

、
平

成
2
2
年

4
月

1
日

か
ら
施
行

す
る
。

 

た
だ
し
、

別
紙

第
１

項
(3
)を

加
え

る
改

正
規
定

及
び
別

紙
第

4
項

(2
)③

の
改
正

規

定
（
別
紙

1
(3
)①

に
規

定
す

る
一

連
番

号
に

関
す

る
情
報

に
係
る

も
の
に

限
る

。）
は

、

平
成

2
2
年

5
月

1
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
２
．
施

行
前
に

指
定

自
動

車
整

備
事

業
者

が
配

布
を
受

け
た
適

合
証
綴

に
あ
っ

て
は
、
な
お

従
前
の
例

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

附
則
（
平

成
2
9
年

3
月

1
3
日

 
国

自
整

第
3
59

号
）

 

 
 道

路
運
送

車
両
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
6
年

法
律

第
86

号
）

及
び

道
路

運
送

車
両
法
施

行
規
則

等
の

一
部

を
改

正
す

る
省

令
（

平
成

7
年

運
輸

省
令

第
8
号

）
が

公
布

さ

れ
、
本
年

7
月
か

ら
施
行

さ
れ

た
こ

と
と

な
っ

た
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
改

正
後

の
道

路
運

送
車

両
法
第

9
4
条

の
5
第

1
項

又
は

第
9
4
条

の
5
の

2
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

保
安

基
準

適
合

証
、
保
安

基
準
適

合
標
章

又
は

限
定

保
安

基
準

適
合

証
を

交
付

す
る

場
合

の
取

扱
い

等
に

つ
い

て
は
別
紙
「
保
安

基
準
適

合
証

、
保

安
基

準
適

合
標

章
又

は
限

定
保

安
基

準
適

合
証

の
取

扱
要

領
」
に
よ
る

こ
と
と

し
た

の
で

、
関

係
者

に
対

し
業

務
の

実
施

に
遺

漏
な

き
よ

う
、
そ

の
周

知

徹
底
を
図

ら
れ
た

い
。

 

 
な
お

、「
保

安
基
準

適
合

証
及

び
保

安
基

準
適

合
標

章
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」（

昭
和

44
年

自
整
第

29
4
号
）

は
省

令
の

施
行

日
の

前
日

を
も

っ
て

廃
止

す
る

。
 

  附
則

（
平

成
2
2
年

1
月

1
9
日
 

国
自

技
第

2
48

号
、

国
自

整
第

1
20

号
）

 

 
１
．
本

改
正
規

定
は
、

平
成

2
2
年

4
月

1
日

か
ら

施
行

す
る
。
 

た
だ
し
、

別
紙
第

１
項

(3
)を

加
え

る
改

正
規

定
及

び
別

紙
第

4
項

(2
)③

の
改

正
規

定
（
別
紙

1
(3

)①
に

規
定

す
る

一
連

番
号

に
関

す
る

情
報

に
係

る
も

の
に

限
る

。）
は

、

平
成

2
2
年

5
月

1
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
２
．
施

行
前
に

指
定
自

動
車

整
備

事
業

者
が

配
布
を

受
け

た
適

合
証

綴
に

あ
っ

て
は

、
な

お

従
前
の
例

に
よ
る

も
の

と
す

る
。
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１
．
本

改
正
規

定
は

、
平

成
2
9
年

4
月

1
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

 別
紙
１
 

紙
に
よ
る

保
安
基

準
適

合
証
、
保

安
基

準
適

合
標

章
又
は

限
定
保

安
基
準

適
合
証

の
取
扱

要
領

 

 １
 
用
紙
 

（
１

）
 

保
安

基
準

適
合

証
（

限
定

保
安

基
準

適
合

証
と

し
て

使
用

す
る

場
合

を
含
 
  

 
 
  

む
。
以
下
「

適
合

証
」
と

い
う

。
）
及

び
保

安
基
準
適

合
標

章
（

以
下
「
適
合

標
章

」

と
い

う
。
）

と
な

る
べ

き
用

紙
は

、
次

の
表

の
と

お
り

ワ
ン

ラ
イ

テ
ィ

ン
グ

方
式

と

し
て
編
成

さ
れ

て
い

る
こ

と
。
 

編
成
 

種
類
 

用
途
 

上
葉
 

保
安
基
準
適
合
証
（
控
）
 

限
定
保
安
基
準
適
合
証
（
控
）
 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
の
交
付
控
え
と
す
る
。
 

中
葉
 

保
安
基
準
適
合
証
 

限
定
保
安
基
準
適
合
証
 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
の
交
付
用
と
す
る
。
 

下
葉
 

保
安
基
準
適
合
標
章
 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
の
交
付
用
と
す
る
。
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

  

（
２
）
 

(1
)の

表
中

の
各

葉
に

、
指

定
自

動
車

整
備

事
業
規

則
（
昭

和
3
7
年
運

輸
省
令

第
4
9

号
）（

以
下
「

指
定

規
則
」
と

い
う

。）
第

1
号

様
式

及
び
第

2
号

様
式
そ

の
他
保

険
証

明
書

に
係

る
事

項
の

欄
等

関
係

通
達

に
よ

り
求

め
ら

れ
る

も
の

が
、

印
刷

さ
れ

て
い

る
こ
と
。

 

（
３
）
 

(
1)
の
表
中

の
各

葉
に

、
次

に
掲

げ
る

不
正

防
止
対
策

が
施
さ

れ
て
い

る
こ

と
。

 

 
 
①
 

指
定
規

則
第

1
号

様
式

及
び

第
2
号

様
式
（

表
面

又
は

裏
面

）
の

端
部
に
、
マ
イ
ク

ロ
文
字
及

び
製
造

者
名

並
び

に
上

葉
・
中

葉
・
下
葉

か
ら
な

る
一

組
ご
と

に
固
有

の
9

  別
紙

 

保
安
基
準

適
合
証

、
保
安

基
準

適
合

標
章

又
は

限
定

保
安

基
準

適
合

証
の

取
扱

要
領
 

 １
 
用
紙

 

（
１

）
 

保
安

基
準

適
合

証
（

限
定

保
安

基
準

適
合

証
と

し
て

使
用

す
る

場
合

を
含

 
  
 
 
  

む
。
以
下
「

適
合

証
」
と

い
う

。
）
及

び
保

安
基

準
適

合
標

章
（

以
下
「

適
合

標
章

」

と
い

う
。
）

と
な

る
べ

き
用

紙
は

、
次

の
表

の
と

お
り

ワ
ン

ラ
イ

テ
ィ

ン
グ

方
式

と

し
て
編
成

さ
れ

て
い

る
こ

と
。
 

編
成
 

種
類
 

用
途
 

上
葉
 

保
安
基
準
適

合
証
（
控
）
 

限
定
保
安
基

準
適
合
証
（
控
）
 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
の
交
付
控
え
と
す
る
。
 

中
葉
 

保
安
基
準
適

合
証
 

限
定
保
安
基

準
適
合
証
 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
の
交
付
用
と
す
る
。
 

下
葉
 

保
安
基
準
適

合
標
章
 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
の
交
付
用
と
す
る
。
 

 
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  

（
２
）
 

(1
)の

表
中
の

各
葉

に
、
指

定
自

動
車

整
備

事
業

規
則
（

昭
和

3
7
年

運
輸

省
令

第
4
9

号
）
第

1
号
様

式
及

び
第

2
号

様
式

そ
の

他
保

険
証

明
書

に
係

る
事

項
の

欄
等

関
係

通
達
に
よ

り
求

め
ら

れ
る

も
の

が
、

印
刷

さ
れ

て
い

る
こ

と
。
 

 （
３
）

 
(
1)
の
表
中

の
各

葉
に

、
次

に
掲

げ
る

不
正

防
止

対
策

が
施

さ
れ

て
い

る
こ
と

。
 

 
 

①
 

指
定
自

動
車

整
備

事
業

規
則
（

昭
和

3
7
年

運
輸

省
令

第
4
9
号

）
第

1
号

様
式

及
び

第
2
号
様

式
（
表

面
又

は
裏

面
）
の

端
部

に
、
マ

イ
ク

ロ
文

字
及

び
製
造

者
名

並
び

に
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桁
の
一
連

番
号

が
印

刷
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 
 
 ②

 
中
葉

に
地

紋
が

印
刷

さ
れ

て
い

る
こ

と
。
な
お

、
一
部

の
地

紋
は
蛍

光
イ

ン
ク
に
よ

り
印
刷
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

③
 

下
葉

に
、

表
面

を
複

写
し

た
場

合
複

写
し

た
紙

に
の

み
複

写
を

し
た

も
の

で
あ

る

こ
と
が
明

確
に

分
か

る
地

紋
が

出
る

用
紙

が
使
用

さ
れ
て

い
る
こ

と
、
及
び

、
表
面

に

地
紋
が
印

刷
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 

２
 
記
載

方
法

 

（
１
）

 
適
合

証
及
び

適
合

標
章

へ
の

記
載

は
、
ワ

ン
ラ
イ
テ
ィ

ン
グ
方

式
で
あ

る
の
で

、
保

安
基
準
適

合
証
（

控
）（

限
定

保
安

基
準

適
合

証
（

控
）
と
し
て
使

用
す
る

場
合
を

含
む

。

以
下
「
適

合
証

（
控

）
」

と
い

う
。）

に
ボ

ー
ル

ペ
ン

等
で
記
載

す
る
こ

と
。

 

（
２
）

 
指
定
番

号
欄

に
は

、
当

該
指

定
自

動
車

整
備
事

業
者
（

以
下
「

指
定

整
備
事
業

者
」

と
い
う

。）
に

付
さ

れ
た

指
定

番
号

を
記

載
す

る
こ
と
。
 

（
３
）
 
交

付
番
号

欄
に

は
、
指

定
整

備
事

業
者

に
お

け
る
適
合

証
の
交

付
順
に

よ
る
暦

年
又

は
年
度
ご

と
で

、
別

紙
2 
の

1(
1
)と

重
複
し

な
い

一
連
番
号
を

記
載
す

る
こ
と

。
 

（
４
）
 
自
動

車
検

査
員

の
証

明
欄

に
は

、
道

路
運

送
車
両

法
（

昭
和

26
年
法
律

第
1
8
5
号

）

（
以
下
「

法
」

と
い

う
。）

第
94

条
の

5
第

4
項
の

点
検
及

び
検

査
を
行

っ
た

全
て
の

自
動
車
検

査
員
が

署
名
及

び
押

印
す

る
こ

と
。
 

た
だ
し
、
当

該
証

明
欄

に
点

検
及

び
検

査
の
実
務

を
行
っ

た
全
て

の
自
動

車
検
査

員

の
署
名
及

び
押

印
が

困
難

と
な

る
と

き
は

、
当

該
証
明
欄

の
自
動

車
検
査

員
の

署
名

に

続
き
、
外

何
名

と
記

載
し

、
こ

の
自

動
車

検
査

員
の
署
名

及
び
押

印
は
適

合
証
及

び
適

合
標
章
の

余
白

に
行

う
こ

と
。
ま

た
、
自

動
車
検

査
員
の

行
う
点

検
及
び

検
査
が

複
数

日
に
ま
た

が
る

場
合

の
検

査
の

年
月

日
は

、
最

後
の
検
査

の
実
務

を
行
っ

た
年
月

日
と

す
る
こ
と

。
 

上
葉
・
中

葉
・
下

葉
か

ら
な

る
一

組
ご

と
に

固
有

の
9
桁

の
一

連
番

号
が

印
刷

さ
れ

て

い
る
こ
と

。
 

 
 

②
 

中
葉
に

地
紋

が
印

刷
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
な

お
、
一

部
の

地
紋

は
蛍

光
イ
ン

ク
に

よ

り
印
刷
さ

れ
て
い

る
こ

と
。

 

③
 

下
葉

に
、

表
面

を
複

写
し

た
場

合
複

写
し

た
紙

に
の

み
複

写
を

し
た

も
の

で
あ

る

こ
と
が
明

確
に
分

か
る

地
紋

が
出

る
用

紙
が

使
用

さ
れ

て
い

る
こ

と
、
及

び
、
表

面
に

地
紋
が
印

刷
さ
れ

て
い

る
こ

と
。
 

 

２
 
記
載

方
法

 

（
１
）

 
適
合

証
及
び

適
合

標
章

へ
の

記
載

は
、
ワ

ン
ラ

イ
テ

ィ
ン

グ
方

式
で

あ
る

の
で

、
保

安
基
準
適

合
証
（

控
）（

限
定

保
安

基
準

適
合

証
（

控
）
と

し
て
使

用
す

る
場

合
を

含
む

。

以
下
「
適

合
証
（

控
）
」

と
い

う
。）

に
ボ

ー
ル

ペ
ン

等
で

記
載

す
る

こ
と

。
 

（
２
）

 
指
定

番
号
欄

に
は

、
当

該
指

定
自

動
車

整
備
事

業
者
（

以
下

単
に
「

指
定

整
備

事
業

者
」
と
い

う
。
）
に

付
さ

れ
た

指
定

番
号

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

（
３
）
 
交

付
番
号

欄
に

は
、
指

定
整

備
事

業
者

に
お

け
る

適
合

証
の

交
付

順
に

よ
る

暦
年

又

は
年
度
ご

と
の
一

連
番

号
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

（
４
）

 
道
路
運

送
車
両

法
（

昭
和

26
年

法
律

第
1
85

号
）（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
9
4

条
の

5
第

4
項

の
点

検
及

び
検

査
を

、
複

数
の

自
動

車
検

査
員

が
分

担
し

て
行

っ
た

場

合
の

自
動

車
検

査
員

の
証

明
欄

に
は

、
最

後
に

検
査

の
実

務
を

行
っ

た
自

動
車

検
査

員

の
氏

名
を

含
め

て
記

名
及

び
押

印
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
証

明
欄

に

点
検

及
び

検
査

の
実

務
を

行
っ

た
全

て
の

自
動

車
検

査
員

の
記

名
及

び
押

印
が

困
難

と

な
る

と
き

は
、

当
該

証
明

欄
の

自
動

車
検

査
員

の
記

名
に

続
き

、
外

何
名

と
記

載
し

、

こ
の

自
動

車
検

査
員

の
記

名
及

び
押

印
は

適
合

証
及

び
適

合
標

章
の

余
白

に
行

う
こ

と
。

ま
た

、
自

動
車

検
査

員
の

行
う

点
検

及
び

検
査

が
複

数
日

に
ま

た
が

る
場

合
の

検

査
の
年
月

日
は
、

最
後

の
検

査
の

実
務

を
行

っ
た

年
月

日
と

す
る

こ
と

。
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（
５
）
 
指
定

整
備

事
業

者
の
氏

名
又

は
名

称
及

び
所

在
地
等
の

欄
に
は

、
ゴ

ム
印
に

よ
り
各

葉
ご
と
に

押
印

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。
 

（
６
）

 
次
の
欄

に
は

、
当

該
自

動
車

検
査

証
等

の
該
当

事
項
を

転
記
す

る
こ
と

。
 

 
 
 

 
イ
使

用
者
 

ロ
乗

車
定

員
 

ハ
最

大
積

載
量
 

ニ
用
途

 
ホ
車

両
総
重

量
 

（
７
）

 
保
険
期

間
欄

に
は

、
自

動
車

損
害

賠
償

責
任
保

険
証
明

書
（
以

下
「
保

険
証
明

書
」

と
い
う

。）
の

保
険

期
間
（

自
動

車
損

害
賠

償
責
任

共
済
証

明
書
の

場
合
は

、
共
済

期
間

）

を
転

記
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
自
動

車
に

か
か

る
保

険
証
明

書
が

2

枚
以

上
に

わ
た

る
場

合
に

は
、

最
初

の
保

険
証

明
書
に

か
か
る
保

険
期

間
の
最

初
の
日

及
び

最
後

の
保

険
証

明
書

に
係

る
保

険
期

間
の

最
後

の
日

を
転

記
す

る
こ

と
で

足
り

る
。
 

（
８
）
 
適

合
標
章

の
有

効
期

間
起

算
日

を
表

示
す

る
欄

に
は
、
ボ

ー
ル
ペ

ン
等
に

よ
り
黒

色

で
記
載
す

る
こ

と
。
 

（
９
）
 
適

合
標
章

の
有

効
期

間
が

満
了

す
る

日
を

表
示

す
る
欄

に
は
、
所

定
の

ゴ
ム
印
又

は

プ
リ
ン
タ

を
用

い
て
、
赤

色
又

は
黒

色
に

よ
り
明

瞭
に

押
印

又
は

印
字
す

る
こ
と

。
 

（
1
0）

 
適
合

標
章
（

表
）
の

自
動

車
登

録
番

号
又

は
車

両
番
号

欄
に
は

、
サ

イ
ン

ペ
ン
等
に

よ
り
黒
色

で
記

載
す

る
こ

と
。
 

３
 
適
合

標
章
の

表
示

 

削
除
 

 （
１
）

 
「
道

路
運

送
車

両
の

保
安

基
準

等
の

一
部

を
改

正
す
る

省
令

」（
平
成

2
0
年

国
土
交

通
省
令
第

59
号

）
に

よ
る

改
正

後
の

適
合

標
章

を
前
面
ガ

ラ
ス
に

は
り
付

け
て
表

示
す

る
場

合
は

、
適

合
標

章
の

中
央

点
線

の
と

こ
ろ

か
ら
二

つ
折
り
と

し
、

適
合
標

章
の
有

効
期

間
が

記
載

さ
れ

た
面

を
、

前
面

ガ
ラ

ス
内

側
に
次

の
①
～
③

の
い

ず
れ
か

に
よ
り

は
り

付
け

る
又

は
装

着
す

る
こ
と

。
な

お
、

こ
の

場
合

、
道
路
運

送
車

両
の
保

安
基
準

（
昭
和

26
年

運
輸

省
令

第
67

号
）

第
29

条
の
規
定

に
注
意
す

る
こ
と

。
 

（
５
）

 
指
定

整
備
事

業
者

の
名

称
及

び
所

在
地

等
の

欄
に

は
、

ゴ
ム

印
に

よ
り

各
葉

ご
と

に

押
印
し
て

も
差
し

支
え

な
い

。
 

（
６
）

 
次
の
欄

に
は
、

当
該

自
動

車
検

査
証

等
の

該
当

事
項

を
転

記
す

る
こ

と
。
 

 
 
 

 
イ
使

用
者

 
ロ

乗
車

定
員
 

ハ
最

大
積

載
量
 

ニ
用

途
 
ホ

車
両

総
重

量
 

（
７
）

 
保
険
期

間
欄
に

は
、

自
動

車
損

害
賠

償
責

任
保

険
証

明
書

（
以

下
「

保
険

証
明

書
」

と
い
う

。）
の

保
険

期
間
（

自
動

車
損

害
賠

償
責

任
共

済
証

明
書
の

場
合

は
、
共

済
期

間
）

を
転

記
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
自

動
車

に
か

か
る

保
険

証
明

書
が

2

枚
以

上
に

わ
た

る
場

合
に

は
、

最
初

の
保

険
証

明
書

に
か

か
る

保
険

期
間

の
最

初
の

日

及
び

最
後

の
保

険
証

明
書

に
係

る
保

険
期

間
の

最
後

の
日

を
転

記
す

る
こ

と
で

足
り

る
。

 

（
８
）
 
適

合
標
章

の
有

効
期

間
起

算
日

を
表

示
す

る
欄

に
は

、
ボ

ー
ル

ペ
ン

等
に

よ
り

黒
色

で
記
載
す

る
こ
と

。
 

（
９
）
 
適

合
標
章

の
有

効
期

間
が

満
了

す
る

日
を

表
示

す
る

欄
に

は
、
所

定
の

ゴ
ム

印
を

用

い
て
赤
色

ス
タ
ン

プ
イ

ン
ク

に
よ

り
明

瞭
に

押
印

す
る

こ
と

。
 

（
1
0）

 
適
合

標
章
（
表

）
の

自
動

車
登

録
番

号
又

は
車

両
番

号
欄

に
は

、
サ

イ
ン
ペ

ン
等

に

よ
り
黒
色

で
記
載

す
る

こ
と

。
 

３
 
適
合

標
章
の

表
示

 

（
１
）

 
適
合
標

章
を
交

付
し

た
場

合
に

は
、

法
第

9
4
条

の
6
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

適
合

標
章
の
番

号
を
指

定
整

備
記

録
簿

に
記

載
す

る
こ

と
。
 

（
２
）

 
「
道

路
運
送

車
両

の
保

安
基

準
等

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

」（
平

成
2
0
年

国
土

交

通
省
令
第

59
号
）
に

よ
る

改
正

後
の

適
合

標
章

を
前

面
ガ

ラ
ス

に
は

り
付

け
て

表
示

す

る
場

合
は

、
適

合
標

章
の

中
央

点
線

の
と

こ
ろ

か
ら

二
つ

折
り

と
し

、
適

合
標

章
の

有

効
期

間
が

記
載

さ
れ

た
面

を
、

前
面

ガ
ラ

ス
内

側
に

次
の

①
～

③
の

い
ず

れ
か

に
よ

り

は
り

付
け

る
又

は
装

着
す

る
こ

と
。

な
お

、
こ

の
場

合
、

道
路

運
送

車
両

の
保

安
基

準

（
昭
和

26
年

運
輸

省
令

第
67

号
）

第
29

条
の

規
定

に
注

意
す

る
こ

と
。
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①
 
車
室

内
後

写
鏡

を
有

す
る

自
動

車
に

あ
っ

て
は
、
車
室
内
後

写
鏡
の

前
方

の
前
面
ガ

ラ
ス
の
上

部
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
適

合
標

章
に
記
載

さ
れ
た

有
効
期

間
及
び

自
動

車
登

録
番

号
又

は
車

両
番

号
の

認
識

が
困

難
と

な
る

と
き

は
、

車
室

内
後

写
鏡

に
隠

れ
る
範
囲

内
に

お
い

て
認

識
が

可
能

と
な

る
位
置

ま
で
下

方
に
ず

ら
し
た

位
置
。

 

②
 
①
に

掲
げ

る
自

動
車

以
外

の
自

動
車

に
あ

っ
て
は

、
前
面
ガ

ラ
ス
の

上
部

で
あ
っ
て

運
転
者
席

か
ら

最
も

遠
い

位
置

。
こ

の
場

合
に
お

い
て
、
適
合
標

章
の
認

識
が
困

難
と

な
る
と
き

は
、

認
識

が
可

能
と

な
る

位
置

ま
で
下

方
に
ず

ら
し
た

位
置
。

 

③
 

①
若

し
く

は
②

に
よ

る
表

示
が

困
難

な
場

合
又

は
運

転
者

が
交

通
状

況
を

確
認

す

る
た

め
に

必
要

な
視

野
を

妨
げ

る
お

そ
れ

の
あ

る
場

合
は

、
運

転
者

が
交

通
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
必

要
な

視
野

を
妨

げ
る

お
そ

れ
の

少
な

い
位

置
で

あ
っ

て
適

合
標

章
の
認
識

が
可

能
と

な
る

位
置

。
 

（
２
）
 
適

合
標
章

を
前

面
ガ

ラ
ス

に
は

り
付

け
又

は
装

着
し
な

い
場
合

は
、
有
効

期
間
を

記

載
し

た
表

面
を

自
動

車
の

前
面

か
ら

見
や

す
い

よ
う
に

し
て
、
運

転
者

の
視
野

を
妨
げ

な
い

適
切

な
位

置
に
、

紛
失

、
汚

損
、

棄
損

等
を

防
止

す
る
た
め

、
カ

ー
ド
ケ

ー
ス
等

に
収
納
し

て
表

示
す

る
こ

と
。
 

（
３
）
 

2(
4
)の

取
扱

い
に

よ
り

、
適

合
標

章
の

余
白
に
自

動
車

検
査
員

の
署
名

及
び
押

印
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

余
白

部
を

折
り

返
し

、
適

合
標
章

と
併
合
し

て
表

示
す
る

よ
う
依

頼
者
に
対

し
て

教
示

す
る

こ
と

。
 

（
４
）
 
有

効
な
自

動
車

検
査

証
及

び
検

査
標

章
が

交
付

さ
れ
、
交

付
さ
れ

た
検
査

標
章
を

表

示
し

た
場

合
に

お
い

て
、

前
面

ガ
ラ

ス
に

は
り

付
け
ら

れ
又
は
装

着
さ

れ
て
い

る
適
合

標
章
を
速

や
か

に
取

り
外

す
こ

と
。
 

４
 
用
紙

配
布

等
 

（
１
）
 
各

地
方
自

動
車

整
備

振
興

会
（

以
下
「

自
動

車
整
備
振

興
会
」
と

い
う

。）
は
、
適

合

証
及
び
適

合
標

章
と

な
る

べ
き

用
紙

の
綴
（

以
下
「
適
合

証
綴
」
と
い
う

。）
を
、
指

定

整
備
事
業

者
か

ら
の

求
め

に
応

じ
、
配

布
す

る
こ

と
。

 

①
 

車
室

内
後
写

鏡
を

有
す

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、
車

室
内

後
写

鏡
の

前
方
の

前
面

ガ

ラ
ス
の
上

部
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
適

合
標

章
に

記
載

さ
れ

た
有

効
期

間
及

び
自

動

車
登

録
番

号
又

は
車

両
番

号
の

認
識

が
困

難
と

な
る

と
き

は
、

車
室

内
後

写
鏡

に
隠

れ
る
範
囲

内
に

お
い

て
認

識
が

可
能

と
な

る
位
置

ま
で

下
方

に
ず

ら
し

た
位

置
。
 

②
 

①
に

掲
げ
る

自
動

車
以

外
の

自
動

車
に

あ
っ

て
は

、
前

面
ガ

ラ
ス

の
上

部
で

あ
っ

て

運
転
者
席

か
ら

最
も

遠
い

位
置

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
適

合
標

章
の

認
識

が
困

難
と

な
る
と
き

は
、

認
識

が
可

能
と

な
る

位
置

ま
で

下
方

に
ず

ら
し

た
位

置
。
 

③
 

①
若

し
く

は
②

に
よ

る
表

示
が

困
難

な
場

合
又

は
運

転
者

が
交

通
状

況
を

確
認

す

る
た

め
に

必
要

な
視

野
を

妨
げ

る
お

そ
れ

の
あ

る
場

合
は

、
運

転
者

が
交

通
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
必

要
な

視
野

を
妨

げ
る

お
そ

れ
の

少
な

い
位

置
で

あ
っ

て
適

合
標

章
の
認
識

が
可

能
と

な
る

位
置

。
 

（
３
）
 
適

合
標
章

を
前

面
ガ

ラ
ス

に
は

り
付

け
又

は
装

着
し

な
い

場
合

は
、
有

効
期

間
を

記

載
し

た
表

面
を

自
動

車
の

前
面

か
ら

見
や

す
い

よ
う

に
し

て
、

運
転

者
の

視
野

を
妨

げ

な
い

適
切

な
位

置
に

、
紛

失
、

汚
損

、
棄

損
等

を
防

止
す

る
た

め
、

カ
ー

ド
ケ

ー
ス

等

に
収
納
し

て
表
示

す
る

こ
と

。
 

（
４
）
 

2(
4
)の

取
扱
い

に
よ

り
、

適
合

標
章

の
余

白
に

自
動

車
検

査
員

の
記

名
及

び
押

印
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

余
白

部
を

折
り

返
し

、
適

合
標

章
と

併
合

し
て

表
示

す
る

よ
う

依

頼
者
に
対

し
て
教

示
す

る
こ

と
。
 

（
５
）
 
有

効
な
自

動
車

検
査

証
及

び
検

査
標

章
が

交
付

さ
れ

、
交

付
さ

れ
た

検
査

標
章

を
表

示
し

た
場

合
に

お
い

て
、

前
面

ガ
ラ

ス
に

は
り

付
け

ら
れ

又
は

装
着

さ
れ

て
い

る
適

合

標
章
を
速

や
か
に

取
り

外
す

こ
と

。
 

４
 
用
紙

配
布
等

 

（
１
）

 
各

地
方
自

動
車

整
備

振
興

会
（

以
下
単

に
「

自
動

車
整

備
振

興
会

」
と

い
う

。
）
は

、

適
合
証
及

び
適
合

標
章

と
な

る
べ

き
用

紙
の

綴
（

以
下

「
適

合
証

綴
」

と
い

う
。）

を
、

指
定

自
動

車
整
備

事
業

者
か

ら
の

求
め

に
応

じ
、

配
布

す
る

こ
と

。
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（
２
）

 
自
動

車
整
備

振
興

会
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
と
こ
ろ

に
よ
り

、
適

合
証
綴

の
保
管

及
び
配
布

に
つ

い
て

管
理

す
る

こ
と

。
 

①
 
当
該

管
理
の

責
任

者
と

し
て

保
管

責
任

者
を

定
め
る

こ
と
。
 

②
 
配
布

台
帳
（

別
表

1
及

び
別

表
2
）

を
作

成
す
る

こ
と
。

 

③
 
適
合

証
綴
を

授
受

し
た

場
合

、
速

や
か

に
適

合
証
綴

の
表
紙

に
綴
番

号
を

押
印
し
、

配
布
台
帳

（
別

表
1）

の
受

入
欄

に
当

該
綴

番
号

を
、
同

台
帳
備

考
欄
に

1
(3

)①
に
規

定
す
る
一

連
番

号
に

関
す

る
情

報
を

、
記

入
す
る

こ
と
。
 

④
 
印
刷

不
良
等

の
適

合
証

綴
に

つ
い

て
は

、
処

理
状
況

を
配
布

台
帳
（

別
表

1
）
の
備

考
欄
に
記

入
す

る
こ

と
。
 

⑤
 
適
合

証
綴
を

指
定
整

備
事

業
者

に
配

布
す

る
際
は
、
次
の
各

号
に
掲

げ
る
と

こ
ろ
に

よ
る
こ
と

。
 

イ
 
配
布

台
帳

（
別

表
2）

に
記

入
す

る
こ

と
。
 

ロ
 

当
該

指
定

整
備

事
業

者
の

授
受

出
納

簿
(5

(
1
)
の

規
定

に
基

づ
き

作
成

さ
れ

た
も

の
（
別
表

3
））

の
記

載
内

容
を

確
認

の
上

、
当

該
授
受

出
納
簿
の

日
付
及

び
受
入

欄

へ
の
記

入
及

び
取

扱
者

印
（

振
興

会
）

欄
へ
の
押

印
を
行

う
こ
と

。
 

（
３
）
 

自
動
車

整
備

振
興

会
は

、
適

合
証

綴
の

配
布
の

際
、
価

格
を
明

示
す
る

こ
と
。
な
お
、

適
合

証
綴

は
自

動
車

整
備

振
興

会
が

製
造

者
か

ら
直
接

調
達
し
、

配
布

の
際
に

明
示
す

る
価

格
は

実
費

相
当

と
し

、
指

定
整

備
事

業
者

か
ら
求

め
が
あ
る

場
合

は
当
該

価
格
に

つ
い
て
適

切
に

説
明

す
る

こ
と

。
 

５
 
交
付

状
況
の

把
握

等
 

（
１
）

 
指
定

整
備

事
業

者
は

、
適

合
証

綴
の

授
受

出
納

簿
（
別

表
3）

を
作
成
し

、
適
合

証

綴
数
の
収

受
状

況
を

把
握

す
る

こ
と

。
 

（
２
）

 
指
定

整
備

事
業

者
は

、
適

合
証

綴
の

保
管

責
任

者
を
定

め
、
管

理
す
る

こ
と
。

 

（
３
）

 
指
定

整
備

事
業

者
は

、
適

合
証

及
び

適
合

標
章

の
交
付

状
況
を

把
握
す

る
こ
と

。
 

 

（
２
）

 
自
動

車
整
備

振
興

会
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
適

合
証

綴
の

保
管

及
び

配
布

に
つ
い

て
管

理
す

る
こ

と
。
 

①
 
当
該

管
理
の

責
任

者
と

し
て

保
管

責
任

者
を

定
め

る
こ

と
。
 

②
 
配
布

台
帳
（

別
表

1
及

び
別

表
2
）

を
作

成
す

る
こ

と
。
 

③
 
適
合

証
綴
を

授
受

し
た

場
合

、
速

や
か

に
適

合
証

綴
の

表
紙

に
綴

番
号

を
押

印
し

、

配
布

台
帳

（
別
表

1）
の

受
入

欄
に

当
該

綴
番

号
を

、
同

台
帳

備
考

欄
に

1
(3
)①

に
規

定
す
る
一

連
番
号

に
関

す
る

情
報

を
、

記
入

す
る

こ
と

。
 

④
 
印
刷

不
良
等

の
適

合
証

綴
に

つ
い

て
は

、
処

理
状

況
を
配

布
台

帳
（

別
表

1
）

の
備

考
欄
に
記

入
す
る

こ
と

。
 

⑤
 
適
合

証
綴
を

指
定

自
動

車
整

備
事

業
者

に
配

布
す

る
際

は
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
と

こ
ろ
に
よ

る
こ
と

。
 

イ
 
配
布

台
帳

（
別

表
2）

に
記

入
す

る
こ

と
。
 

ロ
 

当
該

指
定

自
動

車
整

備
事

業
者

の
授

受
出

納
簿

(5
(
1
)
の

規
定

に
基

づ
き

作
成

さ

れ
た
も
の
（

別
表

3
））

の
記

載
内

容
を

確
認

の
上

、
当

該
授

受
出

納
簿

の
日

付
及

び

受
入
欄
へ

の
記

入
及

び
取

扱
者

印
（

振
興

会
）

欄
へ
の

押
印

を
行

う
こ

と
。
 

（
３
）
 

自
動
車

整
備
振

興
会

は
、
適

合
証

綴
の

配
布
の

際
、
価

格
を

明
示

す
る

こ
と

。
な

お
、

適
合

証
綴

は
自

動
車

整
備

振
興

会
が

製
造

者
か

ら
直

接
調

達
し

、
配

布
の

際
に

明
示

す

る
価

格
は

実
費

相
当

と
し

、
指

定
自

動
車

整
備

事
業

者
か

ら
求

め
が

あ
る

場
合

は
当

該

価
格
に
つ

い
て
適

切
に

説
明

す
る

こ
と

。
 

５
 
交
付

状
況
の

把
握

等
 

（
１
）

 
指
定
自

動
車

整
備

事
業

者
は

、
適

合
証

綴
の

授
受

出
納

簿
（

別
表

3）
を

作
成

し
、

適
合
証
綴

数
の
収

受
状

況
を

把
握

す
る

こ
と

。
 

（
２
）
 
指
定

自
動
車

整
備

事
業

者
は

、
適

合
証

綴
の

保
管

責
任

者
を

定
め

、
管

理
す

る
こ

と
。
 

（
３
）
 
指

定
自
動

車
整

備
事

業
者

は
、
適

合
証

及
び

適
合

標
章

の
交

付
状

況
を

把
握

す
る

こ

と
。
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（
４
）

 
指
定

整
備

事
業

者
は

、
適

合
証

綴
を

使
用

後
2
年
間
保

存
し
て

お
く
こ

と
。

 

（
５
）

 
指
定

整
備

事
業

者
は

、
次

に
掲

げ
る

不
正

防
止

対
策
を

講
ず
る

こ
と
。

 

①
 
適
合

証
又
は

適
合

標
章

を
書

き
損

じ
た

場
合

は
、
記

載
面
を

朱
抹
し

、
当

該
適
合
証

及
び

適
合

標
章

を
適

合
証

綴
か

ら
切

り
離

す
こ

と
な
く

適
合

証
（

控
）

と
と
も

に
保
存

し
て
お
く

こ
と

。
 

②
 
適
合

標
章
を

交
付

し
な

い
場

合
は

、
当

該
適

合
標
章

の
表
面

を
朱
抹

し
、
当

該
適
合

標
章

を
適

合
証

綴
か

ら
切

り
離

す
こ

と
な

く
適

合
証
（

控
）

と
と

も
に

保
存
し

て
お
く

こ
と
。
 

③
 
電
算

機
に
よ

り
適

合
証

又
は

適
合

標
章

の
記

載
（
自

動
車
検

査
員
の

氏
名
及

び
印
を

除
く
。
）
を

行
う

場
合

は
、
適

合
証

綴
の

使
用

過
程

に
お
い

て
適
合

証
又
は

適
合
標

章
を

切
り

離
し

て
使

用
す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

が
、
散

逸
し

な
い

よ
う

注
意
し

、
適
合

証
綴
の
使

用
が

終
了

し
た

時
点

で
確

実
に

編
綴
、

保
存
す

る
こ
と

。
 

 

別
紙
２
 

電
磁
的
方

法
に

よ
る
保

安
基

準
適

合
証
、

保
安

基
準
適
合

標
章

の
取
扱
要

領
 

 １
 
登
録

情
報
処

理
機

関
に

提
供

す
る

情
報
 

 
 
法
第

94
条
の

5
第

2
項

、
第

3
項

の
規

定
に

お
け

る
、
適

合
証
の

交
付
に

代
え
て

電
磁

的
方
法
に

よ
り
登

録
情

報
処

理
機

関
に

提
供

す
る

情
報
（

以
下
「
電

子
適
合

証
」
と

い
う

。）

は
以
下
の

事
項

と
し

、
電

子
適

合
証
の

作
成

は
登

録
情
報

処
理
機

関
へ

の
情
報
提

供
が
可

能

な
シ
ス
テ

ム
へ

の
入

力
に

よ
り

行
う
。

 

た
だ
し
、

法
第

16
条

第
1
項
の

申
請

に
基

づ
く

抹
消
登

録
を
受

け
た
自

動
車
並

び
に
法

第
69

条
第

4
項

の
規

定
に
よ

る
自

動
車

検
査

証
返

納
証

明
書
の

交
付
を

受
け
た

検
査
対

象

軽
自
動
車

及
び
二

輪
の

小
型

自
動

車
の

場
合

は
、

(
7)
及
び

(1
1)
の
入

力
を
要

し
な
い

。
 

（
１
）
 

暦
年
又

は
年

度
ご

と
に

一
連

で
、
別

紙
1
の

2(
3
)と

重
複

し
な

い
交
付

番
号

 

（
４
）

 
指
定
自

動
車

整
備

事
業

者
は

、
適

合
証

綴
を

使
用

後
2
年

間
保

存
し

て
お
く

こ
と

。
 

（
５
）

 
指
定
自

動
車

整
備

事
業

者
は

、
次

に
掲

げ
る

不
正

防
止

対
策

を
講

ず
る

こ
と

。
 

①
 
適
合

証
又
は

適
合

標
章

を
書

き
損

じ
た

場
合

は
、
記

載
面

を
朱

抹
し

、
当
該

適
合

証

及
び

適
合

標
章

を
適

合
証

綴
か

ら
切

り
離

す
こ

と
な

く
適

合
証
（

控
）

と
と

も
に

保
存

し
て
お
く

こ
と
。

 

②
 
適
合

標
章
を

交
付

し
な

い
場

合
は

、
当

該
適

合
標

章
の

表
面

を
朱

抹
し

、
当

該
適

合

標
章

を
適

合
証

綴
か

ら
切

り
離

す
こ

と
な

く
適

合
証

（
控

）
と

と
も

に
保

存
し

て
お

く

こ
と
。

 

③
 
電
算

機
に
よ

り
適

合
証

又
は

適
合

標
章

の
記

載
（

自
動

車
検

査
員

の
氏

名
及

び
印

を

除
く
。
）
を

行
う
場

合
は

、
適

合
証

綴
の

使
用

過
程

に
お

い
て
適

合
証

又
は

適
合

標
章

を

切
り

離
し

て
使

用
す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

が
、

散
逸

し
な

い
よ

う
注

意
し

、
適

合

証
綴
の
使

用
が
終

了
し

た
時

点
で

確
実

に
編

綴
、

保
存

す
る

こ
と

。
 

 (
新
設

) 
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（
２
）
 

電
子
適

合
証

の
交

付
日

 

（
３
）
 

指
定
整

備
事

業
者

の
氏

名
又

は
名

称
 

（
４
）
 

事
業
場

の
名

称
及

び
所

在
地
 

（
５
）
 

検
査
年

月
日
 

法
第

9
4
条

の
5
第

4
項

の
点

検
及

び
検

査
が
複

数
日

に
ま
た
が

る
場
合

の
検
査

の
年
月
日

は
、
最

後
に

検
査

の
実

務
を

行
っ
た
年

月
日
と

し
、
当

該
自
動

車
検
査

員

の
権
限
に

よ
り

入
力
を

行
う
こ

と
。
 

（
６
）
 

自
動
車

検
査

員
の

氏
名
 

法
第

9
4
条

の
5
第

4
項

の
点

検
及

び
検

査
を
行

っ
た
自

動
車
検

査
員
の

氏
名
と

し
、
当
該

自
動

車
検

査
員

の
権

限
に

よ
り

入
力

を
行
う

こ
と
。

 

法
第

9
4
条

の
5
第

4
項

の
点

検
及

び
検

査
を
複

数
の
自

動
車
検

査
員
が

分
担
し

て
行

っ
た

場
合

、
点

検
及

び
検

査
の

実
務

を
行

っ
た

全
て

の
自

動
車

検
査

員
の

氏

名
と
す
る

。
 

（
７
）
 

自
動
車

登
録
番

号
又

は
車

両
番

号
 

（
８
）
 

車
台
番

号
 

（
９
）
 

使
用
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
 

予
備
検

査
に

あ
っ

て
は

所
有

者
の

氏
名
又

は
名
称

及
び
住

所
と
す

る
。

 

（
1
0）

 
乗
車
定

員
、
最

大
積

載
量
、

用
途
、

車
両
総
重

量
 

（
1
1）

 
保
険
期

間
 

保
険
証

明
書
の

保
険

期
間
（

自
動

車
損
害

賠
償
責

任
共
済

証
明
書

の
場
合

は
、
共

済
期
間
）
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
当
該

自
動
車

に
か
か

る
保
険

証
明
書

が

2
枚
以

上
に

わ
た

る
場

合
に

は
、
最

初
の

保
険
証

明
書
に

か
か
る

保
険
期

間
の
最

初

の
日
か
ら

最
後

の
保

険
証

明
書

に
か

か
る

保
険
期

間
の
最

後
の
日

と
す
る

。
 

（
1
2）

 
当
該
指

定
整

備
事

業
者

に
付

さ
れ

た
指

定
番
号

に
基
づ

く
整
備

工
場

コ
ー
ド

 

２
 
適
合

標
章
の

用
紙
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適

合
標
章

と
な

る
べ

き
用

紙
は

、
次

に
掲

げ
る
不

正
防
止

対
策
が

施
さ
れ

た
、
電

子
適

合
証
の
交

付
時

の
み

に
使

用
す

る
専

用
紙

で
あ
る

こ
と
。
 

（
１
）
 
指
定

規
則

第
2
号

様
式
（

表
面

又
は

裏
面

）
の

端
部
に

、
マ

イ
ク
ロ

文
字

及
び
製

造

者
名
並
び

に
固

有
の

一
連

番
号

が
印

刷
さ

れ
て
い

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

表
面
に

地
紋

が
印

刷
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

３
 
適
合

標
章
の

記
載

方
法
 

（
１
）
 
適

合
標
章
（

表
）
の

有
効

期
間

起
算

日
を

表
示

す
る
欄

及
び
自

動
車
登

録
番
号

又
は

車
両
番
号

欄
は

プ
リ

ン
タ

に
よ

り
黒

色
で

印
字
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

適
合
標

章
の

有
効

期
間

が
満

了
す

る
日

を
表
示

す
る
欄

に
は
、
所
定
の

ゴ
ム
印

又
は

プ
リ
ン
タ

を
用

い
て
、

赤
色

又
は

黒
色
に

よ
り
明

瞭
に
押

印
又
は

印
字

す
る
こ
と

。
 

（
３
）
 
適
合

標
章
（

裏
）
に

は
、
上

記
1
(1

)か
ら

(
1
1)
と
同
一

の
情
報

を
プ
リ

ン
タ

に
よ
り

印
字
す
る

こ
と
。

 

（
４
）
 

適
合
標

章
（

裏
）
の

自
動

車
検

査
員

の
証
明

欄
に
は

、
法
第

9
4
条
の

5
第

4
項
の

点
検
及
び

検
査

を
行

っ
た

全
て

の
自

動
車

検
査
員

が
押
印

す
る
こ

と
。

 

４
 
適
合

標
章
の

表
示
 

（
１

）
 

適
合
標

章
を

前
面

ガ
ラ

ス
に

は
り

付
け

て
表
示

す
る
場

合
は
、
適
合
標

章
の
中

央
点

線
の
と
こ

ろ
か

ら
二

つ
折

り
と

し
、
適

合
標
章
の

有
効
期

間
が
記

載
さ
れ

た
面
を

、
前

面
ガ

ラ
ス

内
側

に
次

の
①

～
③

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

は
り

付
け

る
又

は
装

着
す

る
こ

と
。
な
お

、
こ

の
場

合
、
道

路
運

送
車

両
の

保
安

基
準
（
昭

和
2
6
年
運
輸

省
令
第

67

号
）
第

29
条

の
規

定
に

注
意

す
る

こ
と

。
 

①
 

車
室

内
後

写
鏡

を
有

す
る

自
動

車
に

あ
っ

て
は

、
車

室
内

後
写

鏡
の

前
方

の
前

面

ガ
ラ
ス
の

上
部

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
適

合
標
章

に
記
載

さ
れ

た
有
効

期
間
及

び
自

動
車

登
録

番
号

又
は

車
両

番
号

の
認

識
が

困
難

と
な

る
と

き
は

、
車

室
内

後
写

鏡
に

隠
れ
る
範

囲
内

に
お

い
て

認
識

が
可

能
と

な
る
位

置
ま
で

下
方
に

ず
ら
し

た
位
置

。
 

②
 

①
に

掲
げ

る
自

動
車

以
外

の
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

前
面

ガ
ラ

ス
の

上
部

で
あ

っ
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て
運
転
者

席
か

ら
最

も
遠

い
位

置
。
こ

の
場

合
に
お

い
て
、
適
合

標
章
の

認
識
が

困
難

と
な
る
と

き
は

、
認

識
が

可
能

と
な

る
位

置
ま
で

下
方
に

ず
ら
し

た
位
置

。
 

③
 

①
若

し
く

は
②

に
よ

る
表

示
が

困
難

な
場

合
又

は
運

転
者

が
交

通
状

況
を

確
認

す

る
た

め
に

必
要

な
視

野
を

妨
げ

る
お

そ
れ

の
あ

る
場

合
は

、
運

転
者

が
交

通
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
必

要
な

視
野

を
妨

げ
る

お
そ

れ
の

少
な

い
位

置
で

あ
っ

て
適

合
標

章
の
認
識

が
可

能
と

な
る

位
置

。
 

（
２

）
 

適
合
標

章
を

前
面

ガ
ラ

ス
に

は
り

付
け

又
は
装

着
し
な

い
場
合

は
、
有

効
期
間

を
記

載
し
た
表

面
を

自
動

車
の

前
面

か
ら

見
や

す
い
よ

う
に
し

て
、
運

転
者
の

視
野
を

妨
げ

な
い
適
切

な
位

置
に

、
紛

失
、
汚

損
、
棄

損
等

を
防
止

す
る
た
め

、
カ

ー
ド
ケ

ー
ス
等

に
収
納
し

て
表

示
す

る
こ

と
。
 

（
３

）
 

有
効
な

自
動

車
検

査
証

及
び

検
査

標
章

が
交
付

さ
れ
、
交
付
さ

れ
た
検

査
標
章

を
表

示
し
た
場

合
に

お
い

て
、
前

面
ガ

ラ
ス

に
は

り
付

け
ら
れ

又
は
装

着
さ
れ

て
い
る

適
合

標
章
を
速

や
か

に
取

り
外

す
こ

と
。
 

５
 
用
紙

配
布
等

 

（
１
）
 

自
動
車

整
備

振
興

会
は

、
適

合
標

章
と

な
る

べ
き
用
紙

の
綴
（

以
下
「

適
合

標
章

綴
」

と
い
う

。）
を

、
指

定
整

備
事

業
者
か

ら
の

求
め

に
応
じ

、
配
布

す
る
こ

と
。

 

（
２
）
 
自
動

車
整

備
振

興
会

は
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
と
こ
ろ

に
よ
り

、
適

合
標
章

綴
の
保

管
及
び
配

布
に

つ
い

て
管

理
す

る
こ

と
。
 

①
 
当
該

管
理

の
責

任
者

と
し

て
保

管
責

任
者
を

定
め
る

こ
と
。

 

②
 
配
布

台
帳

（
別

表
4
及

び
別

表
5
）

を
作

成
す
る

こ
と
。

 

③
 

適
合

標
章

綴
を

授
受

し
た

場
合

、
速

や
か

に
適

合
標

章
綴

の
表

紙
に

綴
番

号
を

押

印
し
、
配
布

台
帳
（

別
表

4）
の

受
入

欄
に

当
該

綴
番
号

を
、
同

台
帳
備

考
欄
に

2
(1
)

に
規
定
す

る
一

連
番

号
に

関
す

る
情

報
を

、
記
入

す
る
こ

と
。

 

④
 
印
刷

不
良

等
の

適
合

標
章
綴

に
つ

い
て

は
、
処

理
状

況
を

配
布

台
帳
（

別
表

4）
の

備
考
欄
に

記
入

す
る

こ
と

。
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⑤
 

適
合

標
章

綴
を

指
定

整
備

事
業

者
に

配
布

す
る

際
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
と

こ

ろ
に
よ
る

こ
と

。
 

イ
 
配
布

台
帳

（
別

表
5）

に
記

入
す

る
こ

と
。
 

ロ
 

当
該

指
定

整
備

事
業

者
の

授
受

出
納

簿
(
6(

1)
の

規
定

に
基

づ
き

作
成

さ
れ

た

も
の
（
別

表
6
））

の
記

載
内

容
を

確
認

の
上
、

当
該
授

受
出
納

簿
の
日

付
及
び

受

入
欄
へ
の

記
入

及
び

取
扱

者
印

（
振

興
会

）
欄
へ

の
押
印

を
行
う

こ
と
。

 

（
３
）
 

自
動
車

整
備

振
興

会
は

、
適

合
標

章
綴

の
配
布

の
際
、
価
格
を

明
示
す

る
こ

と
。
な

お
、
適
合

標
章
綴

は
自

動
車

整
備

振
興

会
が

製
造

者
か
ら

直
接
調

達
し
、
配

布
の
際

に

明
示

す
る

価
格

は
実

費
相

当
と

し
、

指
定

整
備

事
業

者
か

ら
求

め
が

あ
る

場
合

は
当

該
価
格
に

つ
い

て
適

切
に

説
明

す
る

こ
と

。
 

６
 
交
付

状
況
の

把
握
等

 

（
１
）
 
指
定

整
備

事
業

者
は

、
適

合
標

章
綴

の
授

受
出
納
簿
（

別
表

6
）
を
作

成
し

、
適
合

標
章
綴
数

の
収

受
状

況
を

把
握

す
る

こ
と

。
 

（
２
）
 

指
定
整

備
事

業
者

は
、

適
合

標
章
綴

の
保
管
責

任
者
を

定
め
、

管
理
す

る
こ
と

。
 

（
３
）
 
指

定
整
備

事
業

者
は

、
電

子
適

合
証
及

び
適
合
標

章
の

交
付
状

況
を

把
握

し
、
1(
1
)

か
ら
(
1
2)
の
情

報
を

2
年

間
管

理
保

存
す

る
こ
と

。
 

（
４
）
 

法
第

9
4
条

の
5
第

2
項

に
お

け
る

登
録

情
報
処
理
機

関
で
あ

る
一
般

社
団

法
人

日

本
自
動
車

整
備

振
興

会
連

合
会
は

、
指

定
整

備
事
業

者
が

6(
3
)を

実
施
で

き
る
よ

う
、

電
子
適
合

証
及

び
適

合
標

章
の

交
付
状

況
を
管
理

す
る
こ

と
。

 

（
５
）
 

指
定
整

備
事

業
者

は
、
電

子
適

合
証

の
作

成
に
か

か
る

以
下
の

権
限
に

つ
い
て

そ
れ

ぞ
れ
固
有

の
識

別
番

号
（

I
D）

及
び

暗
証

番
号
（

パ
ス
ワ

ー
ド

）
等
を
定

め
、
適
切
に

管
理
し
、

当
該
番

号
等
が

不
正

に
使

用
さ

れ
な
い

た
め
の

措
置
を

講
ず
る

こ
と
。

 

①
 
 指

定
整

備
事

業
者

の
事

業
場

を
管

理
す

る
権

限
 

②
 
指
定

整
備

事
業

者
の

事
業

場
の

職
員

を
管
理

す
る

権
限

 

③
 
電
子

適
合

証
に

係
る

情
報

を
登

録
す

る
権
限
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④
 
自
動

車
検

査
員
に
係

る
権

限
 

⑤
 
電
子

適
合

証
に

係
る

情
報

を
起

票
及

び
入
力

す
る

権
限

 

（
６
）
 
指

定
整
備

事
業

者
は
、
適

合
標

章
に

印
刷

不
良
等

が
生

じ
た

場
合
は
、
記

載
面
を

朱

抹
し
て
、

当
該

適
合

標
章

を
2
年

間
保

存
す
る

こ
と
。

 

（
７
）
 

指
定
整

備
事

業
者

は
、

法
第

9
4
条

の
5
第

2
項
に
お

け
る

承
諾
を

書
面
又
は

電
磁

的
方
法
に

よ
り

2
年

間
保

存
す

る
こ

と
。
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別
表

１
　

適
合

証
綴

配
布

台
帳

（
元

帳
）

振
興

会
用

自
至

自
至

自
至

1
2

1
5

1
,
0
0
0

全
官

報
よ

り

1
2

1
6

1
0

9
0
0

○
○

指
定

工
場

へ

〃
〃

1
5

9
7
5

　
　

　
〃

1
～

1
0

1
1
～

2
5

1
1
～

1
0
0
0

2
6
～

 
〃

備
　

　
　

　
　

　
　

考

残

綴
　

数
綴

番
号

取 扱 者 印

1
～

1
0
0
0

日 　 付

受
　

　
　

入

綴
　

数
綴

番
号

支
　

　
　

出

綴
　

数
綴

番
号
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別
表

２
　

適
合

証
綴

配
布

台
帳

（
仕

分
帳

）
　

　
　

振
興

会
用

（
指

定
整

備
工

場
ご

と
と

す
る

）

至
自

至

1
2

1
6

1
0

1
0

2
1

2
0

1
2
0

3
1

3
0

6
3
0

綴
番

号
受

者
領

印
備

　
　

考

指
定

番
号

綴
番

号
備

　
　

考
受

者
領

印
日

　
付

綴
　

数

1

1
0
1

6
0
1

日
　

付
綴

　
数

事
業

者
及

び

事
業

場
の

名
称

自
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別
表

３
　

適
合

証
綴

授
受

出
納

簿
指

定
整

備
工

場
用

至
交

付
書

損

1
2

1
6

1
5

2
5

2
1

1
1

4
9

1
4
0

1
4

3
1

1
2

4
8

2
4
5

1
3

使
　

　
用

指
定

番
号

備
　

　
考

振 興 会

工 場

取
扱

者
印

適
合

証

受
　

　
入

綴
　

数
綴

番
号

1
1

事
業

者
及

び

事
業

場
の

名
称

日
　

付
残 綴 数

自
綴

番
号

標
　

章
交

　
付
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別
表

４
　

【
電

子
適

合
証

用
】

適
合

標
章

綴
配

布
台

帳
（

元
帳

）
振

興
会

用

自
至

自
至

自
至

1
2

1
5

1
,
0
0
0

全
官

報
よ

り

1
2

1
6

1
0

9
0
0

○
○

指
定

工
場

へ

〃
〃

1
5

9
7
5

　
　

　
〃

日 　 付

受
　

　
　

入
支

　
　

　
出

残

備
　

　
　

　
　

　
　

考

取 扱 者 印
綴

　
数

綴
番

号
綴

　
数

綴
番

号
綴

　
数

綴
番

号

1
～

1
0
0
0

1
～

1
0

1
1
～

1
0
0
0

1
1
～

2
5

2
6
～

 
〃
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別
表

５
　

【
電

子
適

合
証

用
】

適
合

標
章

綴
配

布
台

帳
（

仕
分

帳
）

　
　

　
振

興
会

用
（

指
定

整
備

工
場

ご
と

と
す

る
）

至
自

至

1
2

1
6

1
0

1
0

2
1

2
0

1
2
0

3
1

3
0

6
3
0

事
業

者
及

び
指

定
番

号
事

業
場

の
名

称

日
　

付
綴

　
数

綴
番

号
備

　
　

考
受

者
領

印
日

　
付

綴
　

数
綴

番
号

備
　

　
考

受
者

領
印

自

1

1
0
1

6
0
1
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別
表

６
　

【
電

子
適

合
証

用
】

適
合

標
章

綴
授

受
出

納
簿

指
定

整
備

工
場

用

至
交

付
印

刷
不

良
等

1
2

1
6

1
5

2
5

2
1

1
1

4
9

1
1
4

3
1

1
2

4
8

2
1
3

事
業

者
及

び
指

定
番

号
事

業
場

の
名

称

日
　

付

受
　

　
入

使
　

　
用

残 綴 数
備

　
　

考

取
扱

者
印

綴
　

数
綴

番
号

綴
番

号
適

合
標

章
振 興 会

工 場
自 1
1
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保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
平
成
7
年
3
月
2
7
日
、
自
技
第
4
3
号
、
自
整
第
6
3
号
）

保
安
基
準
適
合
証
の
電
子
化

保
安
基
準
適
合
証
の
綴
り
を
保
管

保
安
基
準
適
合
証

保
安
基
準
適
合
証

保
安
基
準
適
合
証
管
理
簿

保
安
基
準
適
合
標
章

保
安
基
準
適
合
証

・
手
書
き
又
は
プ
リ
ン
タ
で
作
成

・
訂
正
す
る
場
合
は
訂
正
印
が
必
要

・
標
章
の
一
部
は
ス
タ
ン
プ

・
自
署
・
押
印
箇
所
あ
り

保
安
基
準
適
合
証

電
子
デ
ー
タ

作
成
・
送
信

保
安
基
準
適
合
標
章

事
業
場
の
端
末

保
適
交
付
シ
ス
テ
ム

自
動
入
力

専
用

ID
・
P

as
sが
必
要

・
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
に
よ
る
省
ス
ペ
ー
ス
化

・
業
務
の
効
率
化
（
記
載
も
れ
、
誤
り
を
自
動
チ
ェ
ッ
ク
）

【
現
行
】

【
電
子
】

一
覧
表
形
式

・
電
子
保
適
の
デ
ー
タ
は
保
適
交
付
シ
ス
テ
ム
よ
り
閲
覧
可
能

・
必
要
に
応
じ
、
管
理
簿
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
保
存
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保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
平
成
7
年
3
月
2
7
日
、
自
技
第
4
3
号
、
自
整
第
6
3
号
）

紙
電
子
（
新
設
）

用
紙

（
不
正
防
止
対
策
が

施
さ
れ
た
専
用
紙
）

50 部

１ セ ッ ト

上
葉

保
安
基
準
適
合
証
（
控
）

な
し
（
保
安
基
準
適
合
標
章
交
付
時
に
印
刷
可
）

中
葉

保
安
基
準
適
合
証

な
し
（
保
安
基
準
適
合
証
の
記
載
事
項
を
送
信
）

下
葉

保
安
基
準
適
合
標
章

50
枚
綴
り

保
安
基
準
適
合
標
章

保
安
基
準
適
合
証

の
記
載
方
法

手
書
き
又
は
プ
リ
ン
タ
で
記
載

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
力

検
査
員
氏
名
は
自
署
、
押
印

検
査
員
氏
名
は
専
用

ID
と
暗
証
番
号
で
本
人
確
認
を
行
い
、
入
力

交
付
時
に
事
業
者
印
を
押
印

事
業
者
専
用

ID
と
暗
証
番
号
で
本
人
確
認
を
行
い
、
交
付

保
安
基
準
適
合
標

章
の
記
載
方
法

有
効
期
間
満
了
日
は
ス
タ
ン
プ
又
は
プ
リ
ン
タ
印
字

有
効
期
間
満
了
日
は
ス
タ
ン
プ
又
は
プ
リ
ン
タ
印
字

有
効
期
間
満
了
日
は
赤
色
又
は
黒
色

有
効
期
間
満
了
日
は
赤
色
又
は
黒
色

検
査
員
氏
名
は
自
署
、
押
印

保
安
基
準
適
合
証
に
入
力
さ
れ
た
情
報
を
プ
リ
ン
タ
印
字
し
て
押
印

交
付
状
況
の
把
握

適
合
証
綴
り
を
２
年
間
保
存

保
安
基
準
適
合
証
交
付
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
交
付
状
況
を
把
握
し
、

２
年
間
管
理
保
存
（
必
要
に
応
じ
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
保
存
）

ID
管
理

な
し

管
理
者
、
登
録
者
、
自
動
車
検
査
員
、
入
力
権
限
等
の
管
理

依
頼
者
の
承
諾

な
し

書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
２
年
間
保
存

用
紙
配
布

保
安
基
準
適
合
証
綴
り

振
興
会
・
・
・
・
・
配
布
台
帳

指
定
工
場
・
・
・
授
受
出
納
簿

保
安
基
準
適
合
標
章
綴
り

振
興
会
・
・
・
・
・
配
布
台
帳

指
定
工
場
・
・
・
授
受
出
納
簿

保
安
基
準
適
合
証
（
紙
、
電
子
）
の
取
扱
い
比
較
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3

赤
色

or
 黒
色

保
安
基
準
適
合
標
章
専
用
紙

（
電
子
保
安
基
準
適
合
証
交
付
時
専
用
）

保
安
基
準
適
合
証
（
控
）

不
正
防
止
対
策
が

施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
地
紋
、
マ
イ
ク
ロ
文

字
、
一
連
番
号
等
）

保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
平
成
7
年
3
月
2
7
日
、
自
技
第
4
3
号
、
自
整
第
6
3
号
）
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4

保
安
基
準
適
合
証
、
保
安
基
準
適
合
標
章
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
平
成
7
年
3
月
2
7
日
、
自
技
第
4
3
号
、
自
整
第
6
3
号
）

電
子
保
安
基
準
適
合
証
（
標
章
）
管
理
簿
イ
メ
ー
ジ

・
保
安
基
準
適
合
証
の
情
報
は
、
保
安
基
準
適
合
証
交
付
シ
ス
テ
ム
よ
り
閲
覧
可
能
。

・
指
定
整
備
工
場
は
、
管
理
簿
を
必
要
に
応
じ
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
事
業
場
に
保
存
。

そ
の
他
留
意
事
項

指
定
整
備
事
業
者
は
、
電
子
保
安
基
準
適
合
証
の
入
力
に
係
る
権
限
に
つ
い
て
管
理
し
、

不
正
に
使
用
さ
れ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

①
指
定
整
備
事
業
者
の
事
業
場
を
管
理
す
る
権
限

②
指
定
整
備
事
業
者
の
事
業
場
の
職
員
を
管
理
す
る
権
限

③
電
子
保
安
基
準
適
合
証
に
係
る
情
報
を
登
録
す
る
権
限

④
自
動
車
検
査
員
に
係
る
権
限

⑤
電
子
保
安
基
準
適
合
証
に
係
る
情
報
を
起
票
及
び
入
力
す
る
権
限
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自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う
事
務
の
取
扱
い

に
つ
い
て
（
昭
和
4
4
年
1
2
月
2
6
日
、
自
保
第
3
4
2
号
、
自
整
第
2
9
5
号
、
自
車
第
1
3
9
3
号
）

継
続
検
査
手
続
き
の
際
、
保
安
基
準
適
合
証
と
と
も
に
自
賠
責
証
明
書
本
紙
の
提
示
又
は

写
し
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
第
９
条
第
１
項
）

保
適
証

証
明
書
番
号

保
険
会
社

保
険
契
約
者
名

〇
〇
△
△

〇
〇
損
保

国
土
太
郎

保
安
基
準
適
合
証
に
自
賠
責
保
険
証
の
「
証
明
書
番
号
」
、
「
保
険
会
社
」
、
「
保
険
契
約
者
名
」
を

記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
賠
責
証
明
書
の
写
し
の
提
出
に
代
え
て
い
る
。

《
紙
保
適
の
場
合
》

《
電
子
保
適
の
場
合
（
電
子
自
賠
対
応
）
》

電
子
保
適

証
明
書
番
号

保
険
会
社

保
険
契
約
者
名

〇
〇
△
△

〇
〇
損
保

入
力
欄
な
し

（
個
人
情
報
の
た
め
除
外
）

自
賠
責
保
険
証
の
電
子
情
報
を
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
行
政
庁
に
提
示
し
た

も
の
と
み
な
す
。
（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
第
９
条
第
３
項
）

e-
JI

B
A

Iと
連
携
し
、
自
動
入
力
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【
対
応
】

・
電
子
保
適
の
場
合
に
お
い
て
も
自
賠
責
証
明
書
の
写
し
の
提
出
を
省
略
可
能
と
す
る
た
め
、
「
保
険
契
約
者
名
」
を

記
載
項
目
か
ら
削
除
す
る
。

・
自
賠
責
証
の
情
報
を
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
で
き
な
い
場
合
※
に
限
り
、
電
子
保
適
に
上
記
の
情
報
を
入
力

す
る
こ
と
で
自
賠
責
証
の
写
し
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
※
電
子
自
賠
非
対
応
の
場
合
、
契
約
者
の
委
託
が
得
ら
れ
な
い
場
合
）

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う
事
務
の
取
扱
い

に
つ
い
て
（
昭
和
4
4
年
1
2
月
2
6
日
、
自
保
第
3
4
2
号
、
自
整
第
2
9
5
号
、
自
車
第
1
3
9
3
号
）

《
電
子
保
適
の
場
合
（
電
子
自
賠
非
対
応
）
》

電
子
保
適

証
明
書
番
号

保
険
会
社

保
険
契
約
者
名

〇
〇
△
△

〇
〇
損
保

・
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
第
９
条
第
３
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。

・
「
保
険
契
約
者
名
」
は
電
子
保
適
の
記
載
事
項
に
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
通
達
の
取
扱

い
は
で
き
な
い
。

自
賠
責
証
明
書
本
紙
の
提
示
又
は
写
し
の
提
出
が
必
要

証
明
書
番
号

保
険
会
社

保
険
契
約
者
名

手
書
き
で
入
力

入
力
欄
な
し
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「
土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
に
取
り
付
け
る
自
重
計
に
関
す
る
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
い
通

達
を
発
出

保
適
証

（
紙
、
電
子
）

「
自
重
計
適
合
証
確
認
済
み
」
の
記
載
あ
り

提
出

〇 車検証
返
付

提
出

〇 車検証
返
付

（
指
導
文
書
添
付
）

・
保
適
証
（
紙
、
電
子
と
も
）
に
「
自
重
計
技
術
基
準
適
合
証
確
認
済
み
」
の
記
載
に
よ
り
紙
で
の
提
示
を
省
略

・
自
重
計
技
術
基
準
適
合
証
の
提
示
が
無
い
場
合
も
不
受
理
・
不
返
付
の
扱
い
と
し
な
い
。

・
自
重
計
技
術
基
準
適
合
証
の
提
示
が
無
い
場
合
は
指
導
文
書
を
出
力
し
、
車
検
証
に
添
付
。

【
指
定
扱
い
の
場
合
】

土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
に
取
り
付
け
る
自
重
計
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て

（
昭
和
４
３
年
３
月
１
５
日
、
自
貨
第
６
６
号
、
自
車
第
２
２
９
号
）

自
重
計
適
合
証

保
適
証

（
紙
、
電
子
）

提
出

自
重
計
適
合
証

提
示
〇 車検証

返
付

保
適
証

（
紙
、
電
子
）

提
示
無
し

「
自
重
計
適
合
証
確
認
済
み
」
の
記
載
な
し

自
重
計
適
合
証
の
提
示
な
し
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自
重
計
適
合
証

「
土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
に
取
り
付
け
る
自
重
計
に
関
す
る
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
い
通

達
を
発
出

・
保
適
証
（
紙
、
電
子
と
も
）
に
「
自
重
計
技
術
基
準
適
合
証
確
認
済
み
」
の
記
載
に
よ
り
紙
で
の
提
示
を
省
略

・
自
重
計
技
術
基
準
適
合
証
の
提
示
が
無
い
場
合
も
不
受
理
・
不
返
付
の
扱
い
と
し
な
い
。

・
自
重
計
技
術
基
準
適
合
証
の
提
示
が
無
い
場
合
は
指
導
文
書
を
出
力
し
、
車
検
証
に
添
付
。

【
持
ち
込
み
検
査
の
場
合
】

検
査
票

「
自
重
計
装
着
無
し
」
の
記
載

提
出

〇 車検証
返
付

（
指
導
文
書
添
付
）

土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
に
取
り
付
け
る
自
重
計
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て

（
昭
和
４
３
年
３
月
１
５
日
、
自
貨
第
６
６
号
、
自
車
第
２
２
９
号
）

検
査
票

提
出

〇 車検証
返
付

提
示

自
重
計
適
合
証

検
査
票

提
出

〇 車検証
返
付

（
指
導
文
書
添
付
）

提
示
な
し
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国自整第３９８号 

平成２９年３月２９日 

 

 

公益社団法人日本バス協会会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 

 

貸切バスの確実な点検整備の実施の徹底について 

 

 

平成２８年１月１５日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を受け、同年６月

に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」がとりまとめた「安全・安心な貸切バスの運

行を実現するための総合的な対策」において、対策の一つに「車両整備の強化」が示され

ました。 

これを受け、「貸切バスの確実な点検整備の実施に関する検討会」を設置し、対策の具

体化について検討していただき、その結果を踏まえ、今般、「貸切バス予防整備ガイドラ

イン」（別添１参照）を取りまとめました。 

本ガイドラインは、保守管理に関する十分な知見を有している優良事業者の実績等を

元に整備項目等の交換基準事例を示すとともに、貸切バス事業者に対し、法定点検に加え

予防整備（不具合発生の予防も含めた十分な整備）を定期的に実施するための整備サイク

ル表の作成、整備サイクル表に基づく整備の実施及び記録簿の作成を求めています。 

ついては、貴会傘下会員である貸切バス事業者に対して、本ガイドラインに基づき、

確実な点検整備の実施を徹底するよう周知をお願いいたします。 

なお、本件については、別添２のとおり地方運輸局自動車技術安全部長及び内閣府沖

縄総合事務局運輸部長に通知したので申し添えます。 

 

 

 

 

 

（２２）貸切バスの確実な点検整備の実施の徹底について 
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（別添２） 

国自整第３９８号の２ 

平成２９年３月２９日 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

内閣府沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

（国土交通省）自動車局整備課長 

 

 

貸切バスの確実な点検整備の実施の徹底について 

 

 

平成２８年１月１５日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を受け、同年６月

に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」がとりまとめた「安全・安心な貸切バスの運

行を実現するための総合的な対策」において、対策の一つに「車両整備の強化」が示され

た。 

これを受け、「貸切バスの確実な点検整備の実施に関する検討会」を設置し、対策の具

体化について検討していただき、その結果を踏まえ、今般、「貸切バス予防整備ガイドラ

イン」（別添１参照）を取りまとめた。 

本ガイドラインは、保守管理に関する十分な知見を有している優良事業者の実績等を

元に整備項目等の交換基準事例を示すとともに、貸切バス事業者に対し、法定点検に加え

予防整備（不具合発生の予防も含めた十分な整備）を定期的に実施するための整備サイク

ル表の作成、整備サイクル表に基づく整備の実施及び記録簿の作成を求めている。 

ついては、貴局管内の貸切バス事業者に対して、本ガイドラインに基づき、確実な点

検整備の実施を徹底するよう周知を図られたい。 

なお、本件については、別添２のとおり公益社団法人日本バス協会に通知したので申

し添える。 
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